
求人票の修正方法

　　　　　「募集職種」、「雇用形態」、「募集人数」、「新卒学生の取扱い」、「募集
期間」、「採否決定予定日」は修正することができません。
※これらの項目を修正する必要がある場合は、一度求人票を募集終了（抹消）し、
　「再利用新規」を活用して再度申請してください。

これ以降は、求人票を登録する手順と

同じです。

各入力項目には前の求人票の内容が入

力されているので、必要な箇所のみ修

正してください。

ステップ１～６の順に内容を確認の

上、       次に進む     を押します。

※修正申請中の求人票は、インターネットで

公開されません。

　センター・バンクが確認後、あらためて承

認すると、修正した内容が求人票に反映さ

れ、公開されます。

※承認後、事業所の連絡先アドレスにメール

（自動配信）が届きます。
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「再利用新規」で求人票を登録する方法
●求人票を一度登録すれば、今度はその内容をコピーして新たな求人票を作成することができます。
●既に入力されている求人条件の必要な部分を修正するだけなので、手間が大幅に省けます！
　例えば、介護職の求人から看護師の求人を作る、ということが可能です。

求職登録者がセンター・バンクによる職業紹介、あっせんを受けて応募する方法です。事前にセ
ンター・バンク職員が求人事業所に連絡をし、紹介状を発行します。紹介状は、センター・バン
クから直接郵送します。履歴書等は、求職者本人が事業所へ送付します。

インターネットで登録している求職者が、直接事業所に応募する方法です。
「事業所マイページ」の【未処理一覧】に応募が届きますので、画面に表示
されている連絡先に電話をしていただき、日程調整等をお願いします。

これ以降は、求人票を登録する手順と同

じです。

各入力項目には前の求人票の内容が入力

されているので、必要な箇所のみ修正し

てください。

ステップ１～６の順に内容を確認の上、

    次に進む     を押します。
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